


規約例新旧対照表 
＜小野薬品健康保険組合 規約＞ 

 

新 旧 

第１～４章  （略） 

 

第５章  保 険 料 

 

（保険料額及び調整保険料額の負担割合） 

第４２条 一般保険料等額（うち一般保険料分）及

び調整保険料額の８０分の４５．７１４は事業

主、８０分の３４．２８６は被保険者において負

担する。 

  

（介護保険料額の負担割合） 

第４２条の２  介護保険料額の２分の１は事業

主、２分の１は被保険者において負担する。 

 

（子ども・子育て支援金額の負担割合） 

第４２条の３ 

子ども・子育て支援金額の２分の１は事業主、

２分の１は被保険者において負担する。 

 

（特定被保険者の保険料額） 

第４２条の４ この組合において、介護保険第２

号被保険者たる被保険者以外の被保険者（介護

保険第２号被保険者たる被扶養者があるものに

限る。）に関する保険料額は一般保険料等額と介

護保険料額との合算額とする。 

 

第６章    財  務 

第４３・４４条 （略） 

 

（予備費の費途） 

第４５条 １・２（略） 

 

３ 子ども勘定のうち、予備費を充てることので

きる費途は、次の各号に掲げるものとする。 

 （１） 子ども・子育て支援金 

第１～４章  （略） 

 

第５章  保 険 料 

 

（保険料及び調整保険料の負担割合） 

第４２条 一般保険料及び調整保険料の８０分の

４５．７１４は事業主、８０分の３４．２８６は

被保険者において負担する。 

  

 

（介護保険料の負担割合） 

第４２条の２ 介護保険料の２分の１は事業主、

２分の１は被保険者において負担する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（特定被保険者の保険料額） 

第４２条の３ この組合において、介護保険第２

号被保険者たる被保険者以外の被保険者（介護

保険第２号被保険者たる被扶養者があるものに

限る。）に関する保険料額は一般保険料額と介護

保険料額との合算額とする。 

 

第６章    財  務 

第４３・４４条 （略） 

 

（予備費の費途） 

第４５条 １・２（略） 

 

（新設） 

 

 



規約例新旧対照表 
＜小野薬品健康保険組合 規約＞ 

 

 （２） 還付金 

 

（準備金の保有方法） 

第４６条  １（略） 

 

２ 介護納付金及び子ども・子育て支援納付金に

係る準備金は、原則として前項第１号、又は第２

号の方法によって保有しなければならない。 

 

 

 

附  則 
  この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
  

 

 

（準備金の保有方法） 

第４６条  １（略） 

 

２ 介護納付金に係る準備金は、原則として前項

第１号、又は第２号の方法によって保有しなけれ

ばならない。 
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